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Ⅰ 政策とは、政策評価とは
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「政策」とは

一定の行政目的を実現するための行政活動についての

方針や方策
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政策を効果的に実施していくためには、
不断の見直し、改善
を行っていく必要があります。

１ 政策とは



政策の不断の見直し、改善を行っていくためには、ＰＤＣＡサイクル
（Ｐｌａｎ(計画)⇒Ｄｏ（実行）⇒Ｃｈｅｃｋ（評価）⇒Ａｃｔｉｏｎ（改善）を順次
行っていくサイクル）を回す必要があります

Ｐｌａｎ
（計画）

Ｄｏ
（実行）

Ｃｈｅｃｋ
（評価）

Ａｃｔｉｏｎ
（改善）

政策の企画立案
政策の実施

結果の検証
改善等の検討

企画立案への反映
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ＰＤＣＡを回していくためには、評価が重要となりますが、評価のた
めには、政策が何を目的としているのか、目的に照らしてどのような
行政活動を行うのかについて、計画段階で論理的に説明できること
（ロジック）が必要です。

２ ＰＤＣＡサイクル
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観光ＰＲ活動
活力にあふれ

にぎわいのあるまち

例えば、観光政策については、以下のロジックが考えられます。

望ましい社会状態成果（目標）行政活動

まちを訪れる
観光客の増加

年間100万人旅行会社との
連携強化

このように、政策の成果（目標）と行政活動を論理でつなぎ、流れを図
式化することで、政策が何を目指しているのか、各行政活動は、何の
ために行われているのかが視覚的に理解しやすくなります。

一般人の観光地の
認知度の向上

旅行会社の観光地
の認知度の向上

・
・
・

・
・
・

３ 政策のロジック



＜外部要因＞景気の動向
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「政策評価」とは

政策の改善につなげるため、政策が本当に必要なのか、意図した
効果が得られるか、費用に見合うかを確認するもの

例えば、観光政策については、以下の評価が考えられます。

◯ 観光客の増加の目標は達成されているか？

目標：100万人 実績：70万人

◯ 未達成の原因は何か？

◯ 一般人の観光地の認知度が向上していない原因は何か？

・物産展の出展回数
・ＰＲ誌の印刷部数

活動量

・物産展の出展場所、時期
・ＰＲ誌の配布先、配布方法

活動の仕方

・１出展、１冊あたりの費用

コスト

一般人の観光地の
認知不足

旅行会社の観光地の
認知不足

◯ 観光ＰＲ活動の実施状況に問題はないか？

観光ＰＲ活動の効果が上がっていない

４ 政策評価とは



計画した作業 意図した成果

プログラム運営
には何らか資
源が必要

もし、当該資源
を活用できれば、
計画された活動
の実施が可能

もし、計画した
活動が実施され
れば、予定した
量のサービス等
の供給が可能

もし、予定した
活動が実施され
れば、参加者は
何らかの利益を
得る
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資源
／インプット 活動 アウトプット アウトカム インパクト

もし、参加者が
利益を得られれ
ば、地域社会等
に何らかの変化
が起きる

W.K.ケロッグ財団の「ロジックモデル策定ガイド」,2003によると、
ロジックモデルについて、

「プログラムのための利用可能な資源、計画している活動、達成した
いと期待する変化や成果（results）の関わりについて、皆様の考えを
体系的に図式化するものです。」

とされており、下図のように示されています。

【参考】 ロジックモデル



Ⅱ 国の政策評価制度の概要
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「行政改革会議最終報告（平成9年12月3日）」

「評価機能の充実強化」
○ 評価機能の充実の必要性

従来の行政では、法律の制定や予算の獲得等に重点が置かれ、政策
を積極的に見直すといった評価機能は軽視されがちだった。

⇒政策は不断の見直しや改善が加えられていくことが重要

○ 各省における評価機能の強化
⇒各省に評価部門を確立すべき

○ 評価結果の公開
⇒評価の迅速化や情報の公開を積極的に進める必要

「行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）」制定
⇒平成14年4月施行

・政策評価の手法や法制化に関する検討、法制化作業
・基本方針、ガイドライン等必要な規程等の整備 等
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１ 政策評価制度の概要 ～政策評価制度の導入～



政策評価法の下、①各府省が所掌する政策について自ら評価を実施するとともに、

②総務省自らも、政策評価の推進、複数の府省にまたがる政策の評価を実施

○ 効果的・効率的な行政の推進

○ 政府の諸活動について国民に説明する責任を全う
目 的

各府省 Ｄｏ

(実施)

学識経験者

知見の活用
政策評価審議会

総務省行政評価局

各府省が行った評価の点検

複数府省にまたがる政策の評価

調査審議

基本的事項の企画立案

評価結果、政策への反映状況の公表・国会への報告

Ｐｌａｎ

(企画立案)

Ｃｈｅｃｋ

(評価)

政策の

ＰＤＣＡサイクル

Ａｃｔｉｏｎ

(企画立案への反映)

必要性、有効性、
効率性の観点
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１ 政策評価制度の概要 ～政策評価の枠組み～



国

会

各府省

基
本
方
針

基
本
計
画

実
施
計
画

政府全体
として、政策
評価の計画
的かつ着実
な推進を図
るための
基本的な
指針
(§5ⅠⅡⅢ)

・3年～5年
の期間ごと
に策定(§6Ⅰ)

・各行政機関
の政策評価に
関する基本的
事項を規定
(§6ⅡⅢ)

・1年ごとに
策定(§7Ⅰ)

・その年に
実施する
対象政策
とその方法
等を規定
(§7Ⅱ)

評
価
書
の
作
成
１

《政策評価の実施》

総務省行政評価局

・統一性、総合性を確保するための評価 (§12Ⅰ)

・客観的かつ厳格な実施を担保するための評価(§12Ⅱ)

・評価の実施のための資料提出要求、調査等(§15)

・政策効果をできる限り定量的に把握し
(§3Ⅱ①)、 必要性、効率性、有効性等の
観点から自己評価 (§3Ⅰ)

・学識経験者の知見の活用(§3Ⅱ②)

《政
策
の
企
画
立
案
》

政策評価
結果の政
策への反
映状況
(§11)

（事前評価）(§9)

①国民生活等に相当程度の影響を及ぼす
こと等、②政策効果の把握手法が開発さ
れている、に該当する政策（政令で規定）
≪対象分野≫
研究開発(政§3①②)、公共事業(政§3③④)、
ODA(政§3⑤)、規制(政§3⑥)、
租税特別措置等(政§3⑦⑧)

（事後評価）(§8)

・主要な行政目的に係る政策(§7Ⅱ①)

・政策が未着手(§7Ⅱ②イ) ・未了(§7Ⅱ②ロ)

のもの
・その他(§7Ⅱ③)

政府

政策評価等
の実施状況、
反映状況に関
する報告書
を、毎年国会
に提出
(§19)

・評価結果の政策への反映に必要な措置について
の勧告(§17Ⅰ)、必要な措置がとられるための内閣
総理大臣への意見具申(§17 Ⅲ)

○評価の実施、政策評価制度の基本的な企画立案等

(§10Ⅰ)

(§3Ⅰ)
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１ 政策評価制度の概要 ～政策評価法の概要～



事 務 事 業

施策

政策

特定の行政分野の
基本的方針

「政策」を実現するため
の具体的な方策や対策

「施策」を具現化する
ための個々の行政手段

【規制】
規制の新設・改廃
に当たり、その費
用・効果等を評価
（事前・事後評価）

【公共事業】
公共事業の実施に
当たり、その費用･
効果等を評価
（事前・事後評価）

【租特】
税制改正要望の提
出に当たり、①必要
性（合理性）、②有
効性、③相当性の
観点等から評価
（事前・事後評価）

【目標管理型の政策評価】
○ 全府省が、主要な政策の約500施策を対象に行う事後評価
○ 政策の見直し・改善に資する見地から、あらかじめ目標を設定
の上、これに対する実績を測定して、目標の達成度合いを評価

【研究開発・ODA等】

研究開発・ODAの実施
等について、専門的知
識を有する者等を活用
し評価

（事前・事後評価）

各府省における政策体系

事業評価方式

実績評価方式

総合評価方式

（政策決定から一定期間経過後に実施）
特定のテーマについて、政策効果の発現状況を
様々な角度から掘り下げて分析し、政策に係る
問題点を把握・分析

※政策評価法に基づく整理
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１ 政策評価制度の概要 ～政策評価の対象～



・ 全府省（宮内庁を除く。計20府省）が、その主要な施策（約500施策）を対象に行う事後評価。

・ 政策の見直し・改善に資する見地から、あらかじめ目標及び測定指標を設定した上で、
測定指標の達成状況に応じて、目標の達成度合いを評価。

（例）目標： 国際交流の推進 測定指標： 外国人留学生数（目標値：30万人（32年））

平成26年度から、目標管理型の政策評価について、政策評価の「標準化・重点化」を実施

毎年度評価 → 施策の節目に合わせて評価

モニタリングの結果が悪い場合は、評価を前倒しして実施し、
早期に問題点を把握し施策を立て直す

実 施 時 期 の 重 点 化

目標の達成度合いの測定に加え、政策の見直し・改善に
貢献するため、目標を達成しなかった原因を分析するなど、
踏み込んだ評価を実施

内 容 の 重 点 化

(時間)評価実施

目
標

(

達
成
度)

目標超過達成
（指：○or◎、主指：◎）

目標達成
（指：○or◎、主指：○）

相当程度進展あり
指：一部×、主指：≒○
現取組継続→達成近い

進展が大きくない

指：一部×、主指：≠○
現取組継続→達成遠い

目標に向かっていない
（主指：全or一部×、進展なし）

評 価 結 果 の 標 準 化

目標の達成度合いを各府省共通の5区分で明示、
政策の進捗状況を横断的かつ分かりやすく把握

目標管理型の政策評価とは

指…測定指標
主指…主要な測定

×…未達成 ≒○ ： 達成に近い未達成
≠○ ： 達成に近くない未達成

○…達成
◎…大幅に上回って達成
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２ 目標管理型の政策評価の推進
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３ 規制の政策評価とは

【目的・意義】
規制は、社会秩序の維持、安全、防災、環境保全、消費者保護等の行政目的の実現というプラスの面がある一方、国民の権

利・活動を制限し義務を課すことにより、国民に負担を負わせるというマイナスの面もある。そのため、
① 規制を新設・改廃する際に事前評価を行い、さらに規制の導入後に事後評価を行って、その結果を政策決定における判断

の材料とすることにより、規制の質の向上を図る。
② 評価結果を公表することにより、国民への説明責任を果たし、国民、利害関係者の理解を得る。

【規制の政策評価の主な実施内容】
(1) 事前評価
① 規制の目的、内容及び必要性の説明
② 規制の費用、効果(便益)、間接的な影響の把握
③ 政策評価の結果の提示（費用と効果(便益)の関係の分析・代替案との比較）

(2) 事後評価
事前評価時に想定した費用、効果(便益)との比較、検証

便益 費用

規制規制

安全

健康 手続

環境 取締り
等 等

便益 費用

規制規制

安全

健康 手続

環境 取締り
等 等

【規制の政策評価の流れ】



➣ 公共事業の所管省は、対象事業ごとに、事前・事後評価を実施し、結果を公表

［所管省］厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省

［対 象］事前評価：新規事業（10億円以上は義務付け）の採択時に行うもの
事後評価：（再評価）5年経過して未着工、10年経過して継続中等の事業を評価するもの

（完了後）事業完了後一定期間（おおむね5年）経過した事業を評価するもの

［評価手法］一般的に、事業区分ごとに作成した評価マニュアルに基づき費用便益分析（注）を実施

（注）事業の実施によって発生する社会的便益及び社会的費用を全て貨幣価値に置き換え、費用と便益の比率を用いて事業
の投資効率性を判断するもの

➣ 総務省は、所管省が実施した評価について、客観的かつ厳格に実施されているか点検し、結果
を公表（点検対象は毎年度一定のものに重点化）

➣ 点検の結果、必要な場合には、所管省に対して改善を指摘（評価のやり直し、評価マニュアルの改
定など）

【公共事業評価・点検の主な流れ】
＜新規事業採択＞ ＜事業完了＞＜着⼯中＞

完了後の事後評価
（評価書の作成・公表）

⼀定期間
経過後

再評価
（評価書の作成・公表）

評価書の送付 点検結果の通知・公表

総務省
（⾏政評価局）

総務省
（⾏政評価局）

所管省所管省

点検
（現地における事業主体等からの情報収集を含む）

5年未着⼯
10年未了

事前評価
(評価書の作成・公表)
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４ 公共事業評価・点検の仕組み



市街地整備事業（都市機能立地支援事業）（事業主体：公益財団法人総合花巻病院）〔国土交通省〕＜事前評価＞

（事業概要）総合花巻病院を県立花巻厚生病院跡地に移転し、特定生活介護施設等を兼ね備えた多機能医療施設として整備すること

により、都市機能として必要な医療・福祉などの生活サービスの提供の維持・確保を図る。

（事業期間）平成28年度～30年度

（総事業費）93億円

（ Ｂ／Ｃ ）1.6（便益：144億円、費用：92億円）

【総務省の指摘】

国土交通省は、費用便益分析の的確な実施を図る観点から、以下の事項について適切に対応することが必要

① 本事業について、地域の実情に見合った適切な賃料及び敷金等預託金を設定した上で評価をやり直すこと。

② 便益の算定における賃料及び敷金等預託金について、具体的な算定方法を参考事例として示すなど、評価マニュアル

の充実について検討すること。

＜賃料及び敷⾦等預託⾦の設定状況＞（点検結果の概要）

○ 評価マニュアルでは、周辺の民間事業の相場を十分に

考慮した上で、便益（事業区域内）の算定基礎となる賃

料及び敷金等預託金を設定することを規定

○ 本事業の評価では、花巻市（事業の実施地区）ではな

く、盛岡市のデータ（注）を用いて便益を算定しているが、

両市は、都市規模等が大きく異なる状況

なお、他の事業実施地区の評価では、不動産鑑定士の

鑑定結果等を基に地域の実情に見合った賃料等を設定

○ 評価マニュアルでは、便益の算定基礎となる賃料及び

敷金等預託金の具体的な算定方法までは規定されていな

い。

●
盛岡市

●
花巻市

（注）「人口」は、平成27年国勢調査（総務省統計局）、
「公示地価」は、平成28年地価公示（国土交通省）

における盛岡市及び花巻市に係る対象地点の地価の平
均値による。

（参考）都市規模等の比較

（注）収集した20件のサンプルデータのうち、築10年未満の施設と1年未満

の新設施設を条件として該当する2件のデータ（平均値）

盛岡市のデータ
賃料3,423円／㎡・月
敷金等 7か月
を用いて便益を算定

0

30,000

60,000

90,000

0

100,000

200,000

300,000

盛岡市 花巻市

人口

（人） （円／㎡）297,631人

97,702人

24,115円／㎡

67,445円／㎡
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４ 公共事業評価・点検の仕組み ～公共事業評価・点検の事例～



税制当局

総務省（行政評価局）

結
果
の
提
供

公
表

○ 各行政機関は、税制改正要望に際して、租税特別措置等に係る政策評価を実施

［点検対象］ 法人税（国税）、法人事業税・法人住民税（地方税）等

○ 総務省は、有効性の観点から、評価の内容を点検

［主な点検項目］ 達成目標が適切に設定されているか。

適用数・減収額・効果が定量的に分析されているか。

（注） 租税特別措置等の要否そのものを判断しているものではない。

○ 点検結果は、税制改正作業に提供するとともに、各行政機関に通知・公表

【政策評価・点検の流れ】

各行政機関

＋

点検

政策評価書

税制改正要望 税制改正作業

政策評価

税制改正要望
税
制
改
正
の
大
綱
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５ 租税特別措置等の評価・点検の仕組み



５ 租税特別措置等の評価・点検の仕組み～租税特別措置等の評価・点検の事例～

19

租税特別措置等は特定の政策目的を実現するための例外的な手段であることから、これらの
租税特別措置等が目標を達成する手段として有効であり目標の達成に十分に寄与することに
ついて、今後の税制改正作業において更なる検証が必要

○一定の適用実態はあるものの、その効果が目標の達成に十分に寄与し、目標が達成される
ことが明らかにされていない評価書がみられた。

【該当評価書】《農水02》《農水03》《国交04》
※該当評価書は、点検項目「④効果」の分析・説明に課題は残ったが、それ以外の「①達成目標」「②適用数等」「③減収額」の分析・説明は一定水準に達している。

（※）効果（寄与）、減収額及び適用数は、《農水02》及び《農水03》の評価書・点検結果に記載された数値から算出したもの。

《農水02・03》特定の事業用資産の買換え・交換の
場合の譲渡所得の課税の特例措置（市街
化区域等の内外の土地等・農用地区域内にあ
る土地等）（法人税、法人住民税、法人事業
税）

68％

効果(寄与)
0.007%

担い⼿への農地集積率

減収額：12.1億円
適⽤数：35件

実績
（平成27年度）

52.3％

効果(寄与)
0.001%

（※） （※）

達成⽬標
（平成35年度末に
80%）

（※） （※）

《国交04》長期保有土地等に係る事業用資産の買換
え等の場合の課税の特例措置の延長（法
人税）

146万件

効果
＋6,933件

寄与
0.55%

⼟地取引件数

減収額：889億円
適⽤数：883件

実績
（平成26年度）

減収額：635億円
適⽤数：896件
将来⾒込み

（平成31年度）

126万件

効果
＋7,035件

寄与
0.48%

達成⽬標

減収額：10.5億円
適⽤数：35件
将来⾒込み

（平成31年度）



事前評価

858件
事後評価

1,272件

• 平成28年度の政策評価実施件数：2,130件（2,657件） ※（ ）内は27年度件数

• 事前評価：858件（863件）、事後評価：1,272件（1,794件）

250
590

375
57

0
250
500
750

1,000

目標管理型の

政策評価

未着手・未了の

事業（公共事業、

政府開発援助等）

完了後・終了時の

事業等（研究開発

課題、公共事業等）

その他

(19.7%)

(46.4%)

(29.5%)

(4.5%)

共通5区分による評価結果 件数（％）

目標超過達成 1件 （0.4％）

目標達成 90件（36.0％）

相当程度進展あり 146件（58.4％）

進展が大きくない 12件（ 4.8％）

目標に向かっていない 0件（ 0.0％）

（注）上記のほか、評価書公表時点で目標達成度合い
を判断することができなかったものが1件

397 

151  128  96 
69  17 

0
100
200
300
400

公共事業 租税特別

措置等

規制 研究開発

課題

政府開発

援助

その他

(46.3%)

(17.6%) (14.9%)

(2.0%)

(11.2%)

（件数）

（件数）

※平成28年度「政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」概要より

20

６ 各府省における政策評価の実施状況（平成28年度）

(8.0%)



Ⅲ 政策評価を巡る最近の動き
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政 策 評 価 審 議 会

政 策 評 価 制 度 部 会

○総務大臣の諮問事項に関する調査審議及び総務大臣への意見具申

○政策評価に係る諮問事項に関する専門的かつ詳細な審議

○政策評価の基本方針の決定・変更に際する総務大臣への意見具申

目標管理型評価ワーキング・グループ

○政策評価に係る審議会の意見具申の素案に関する審議

規 制 評 価 ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ ○規制に係る政策評価の改善方策等に関する事項

○目標管理型の政策評価の改善方策等に関する事項

・ 政策評価の基本的事項
・ 統一性・総合性評価、客観性担保評価に関する重要事項
・ 行政評価・監視に関する重要事項

公共事業評価ワーキング・グループ ○公共事業に係る政策評価の改善等に関する事項
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１ 政策評価審議会における検討



「目標管理型の政策評価の改善方策（平成28年度）」のポイント

平成29年3月、総務省の政策評価審議会において、以下の政策評価の改善方策を取りまとめ

政策評価を政策の見直し・改善に資するものとすることを主眼に、特に測定指標の洗練化・高度化について検討

【改善方策】

○目標に対して因果関係が明確な測定指標の設定
○目標のブレイクダウン
○主要な測定指標の明示
○アウトプット指標に加え、アウトカム指標を併せて設定

施策の達成状況を適切に示す測定指標
が設定され、適切な評価と的確な政策
判断を行うことが可能

目標管理型評価ワーキング・グループ

＜平成29年度における主な検討事項＞

目標管理型評価の事前分析表の作成に当たって、ロジックモデルを活用することの意義と課題を整理する
ため、ロジックモデルを試行的に作成し、それぞれ以下の観点に沿って検討

「意義」
・ 施策の「目的－手段」の関係が図表によってわかりやすく把握できる
・ 設定されている測定指標が施策のどの部分を測定しているのかが整理できる 等

「課題」
・ 多数の達成手段が設定されている施策への対応
・ 達成手段、アウトプット及びアウトカムが複雑に関連している施策への対応 等

改善方策としてロジックモデル活用の意義と課題を取りまとめ、各府省への横展開・普及を図る

＜平成29年度の取りまとめの方向性＞
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１ 政策評価審議会における検討 ～目標管理型評価WG～



改善方策を踏まえ、平成29年7月に「政策評価に関する基本方針」の一部変更等の制度改正を実施

規制評価ワーキング・グループ

意思決定過程における評価の活用の促進、メリハリのある評価とする観点から検討

「規制に係る政策評価の改善方策」のポイント

【改善方策】

○事前評価の活用方法の提示
検討から見直しまで（規制のライフサイクル）の各段階で望まれる評価の活用方法の提示

○基本的評価手法の提示
費用や効果といった、規制の新設・改廃により生じる影響を評価項目として比較考量するに
当たり、遵守費用（事業者が負う人件費や設備投資額等）の定量化を重視

○簡素化した評価手法の導入
意思決定要素や影響の少ない規制を対象に、一部の評価項目を省略可

○事後検証（レビュー）の実施
事前評価時の費用・効果の想定と、実際の費用・効果を比較、検証

○関係機関との連携
規制改革推進会議の規制レビューとの連携や、公正取引委員会と連携し競争評価を実施

評価の質の向上、

意思決定に活用さ

れるメリハリのあ

る評価の実現

※改善方策のほか、事務参考マニュアル、原単位データ等資料などを取りまとめ

平成29年3月、総務省政策評価審議会において、以下の政策評価の改善方策を取りまとめ
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１ 政策評価審議会における検討 ～規制評価WG～



「公共事業に係る政策評価の改善方策（平成28年度中間取りまとめ）」のポイント

完了後の事後評価（※）を中心に課題の分析及び改善方策を検討 （※事業完了後おおむね5年経過した事業を評価するもの）

【主な改善方策】

○事業効果を把握する手法やデータの妥当性・客観性の確保
○今後の事業や評価に向けたフィードバックの促進

事業評価及び評価の実施に係る
PDCAの徹底

公共事業評価ワーキング・グループ

＜平成29年度における主な検討事項＞

○ これまでの審議経緯を踏まえ、以下の方針により取組を実施
① 完了後の事後評価の効果的な活用とその推進
② 事業効果等の的確な把握・分析の実施
③ 事業区分間の比較分析等を通じた、より効果的な評価手法の検討

○ 「完了後の事後評価」について、平成28年度の「中間取りまとめ」を踏まえ、その効果的な活用・推進に向けた具体的な改善方
策を検討〔上記①関係〕

⇒ 事例研究、完了後の事後評価未実施（未導入）の事業における課題等の把握など

○ 公共事業評価の点検を実施〔上記②、③関係〕
⇒ 事業区分間の共通性・類似性（整備施設、事業効果等）に着目し、9事業区分20件程度を選定し重点的に点検。WGの知

見も得つつ改善策等を検討
⇒ 現地調査機能（管区行政評価局）を活用した情報収集（平成29年8月～11月）

完了後の事後評価の改善方策の最終的な取りまとめを行い、公共事業評価の質の向上に寄与

＜平成29年度の取りまとめの方向性＞

平成29年3月、総務省の政策評価審議会において、以下の政策評価の改善方策を取りまとめ
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１ 政策評価審議会における検討 ～公共事業評価WG～



１．ＥＢＰＭ推進体制の構築
（３）政策、施策、事務事業の各段階における取組

政策、施策、事務事業の各段階においてＥＢＰＭを推進し、政策の評価を、政策改善と次なる政
策立案につなげていく。このため、焦点を絞り、当面、本年度から順次、以下の取組によりＥＢＰ
Ｍの実践を進める。その際、ＥＢＰＭ推進統括官は、これらの取組に係るＥＢＰＭサイクルが円滑
に実行されるよう指導等を行うものとする。

（イ）政策評価における取組

総務省は、統計等データ利活用の推進及び統計等データの評価書等への明記を、政策評価各
府省連絡会議等を通じて改めて徹底する。また、統計等データの利活用状況、分析の妥当性等
について、各府省から提出された評価書をチェックするとともに、必要に応じ、具体的改善策を提
示する。加えて、ＥＢＰＭのリーディングケースの提示を目指し、総務省、関係府省及び学識経験
者による政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究を行う。

○「統計改革推進会議最終取りまとめ」（平成29年5月19日統計改革推進会議決定）

・ 「統計改革推進会議最終取りまとめ」等に基づき、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）と統計の改
革を車の両輪として、一体的に推進する。
・ ＥＢＰＭ推進の要となる機能を整備するとともに、政策、施策、事務事業の各段階のレビュー機
能における取組を通じてＥＢＰＭの実践を進め、ＥＢＰＭ推進体制を構築する。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年6月9日閣議決定）
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２ ＥＢＰＭ ～統計改革推進会議最終取りまとめ～



27※ 統計改革推進会議最終取りまとめ（平成29年5月19日統計改革推進会議決定）参考資料から抜粋

２ ＥＢＰＭ ～推進体制～



経済財政
諮問会議
事務局

行政改革
推進本部
事務局

総務省
行政評価局

各

府

省

○政策評価の仕組みを活用し、各省の

ＥＢＰＭ推進状況（データ・所在情報の明
記、データ分析の妥当性等）をチェック

○政策効果の把握・分析手法についての実
証的共同研究→成果の横展開

○経済・財政再生計画改革工程表の進捗
状況の定量的評価等による改革の進捗
の点検・評価、政策効果の測定・分析の
強化

○レビューシートによるエビデンスの明確化
（成果目標の根拠となる統計等の出典明記）

等

特定の行政分野の
基本的方針

「政策」を実現するた
めの具体的な方策
や対策

「施策」を具体化する
ための個々の行政
手段

政策

施策

事務事業
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２ ＥＢＰＭ ～政策、施策、事務事業の各段階における新たな取組～
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政策評価


